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(57)【要約】
【課題】　化学的処理を施さない、天然の成分を用いた免疫増強剤、及び免疫増強効果
を賦与した飲食品を提供する。
　【解決手段】オーツ麦などのイネ科穀粒及びその加工物とラクトバチルス・ガセリなど
の乳酸菌とを組み合わせた免疫増強剤及び免疫増強用飲食品。イネ科穀粒及びその加工物
と乳酸菌とを含有する混合物は、それぞれが単独のものよりもマクロファージが活性化さ
れサイトカイン産生量が相乗的に高まり免疫増強効果が増大する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
オーツ麦及び／又はその加工物とラクトバチルス・カゼイとを含有する免疫増強剤。
【請求項２】
オーツ麦及び／又はその加工物をラクトバチルス・ガセリで発酵させた発酵物を含有する
免疫増強剤。
【請求項３】
請求項１または２に記載の免疫増強剤に、さらに発酵乳を混合して得られる免疫増強剤。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の免疫増強剤を配合した免疫増強用飲食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免疫力を増強し、種々の細菌、ウイルス感染やガンの発生を予防する作用を
有するイネ科穀粒ならびに乳酸菌を有効成分として含有する免疫増強剤及びイネ科穀粒な
らびに乳酸菌を配合した免疫増強用飲食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免疫とは、細菌やウイルスあるいは体内で発生する腫瘍などから生体を守るためのシス
テムである。近年、この免疫システムを増強させる食品成分が注目されている。このよう
な成分として、乳酸菌、麹カビあるいは酵母などの食用微生物やそれらの細胞壁成分、又
は、シイタケやアガリクスに代表される担子菌類の多糖類、特にβグルカン類などが知ら
れている。
　これら成分の免疫増強効果は、生体内の様々な細胞に成分が作用し、腫瘍壊死因子（以
下ＴＮＦと略記）、インターロイキン（以下ＩＬと略記）類、インターフェロン（以下Ｉ
ＦＮと略記）類などのサイトカインと総称される物質の産生が活性化、誘導されることに
より生じる。誘導されたこれらの物質は、免疫担当細胞に作用し免疫系を活性化する。　
　サイトカインのうち、ＴＮＦは、単球やマクロファージから放出され、細胞増殖作用や
抗ウイルス作用を示すことが知られている。ＩＬ類としては、ＩＬ１～ＩＬ１８の存在が
知られている。そのうちＩＬ１２は、感染、炎症、種々の免疫反応などに伴い、主として
単球やマクロファージから産生されるペプチドホルモンである。ＩＬ１２は単球やマクロ
ファージが活性化すると産生量が増加し、さらにリンパ球に働いてＩＦＮγ産生を誘導す
ることが知られている。ＩＦＮ類は、産生する細胞の種類によって名称が異なり、ＩＦＮ
α、ＩＦＮβ、ＩＦＮγの３つが知られている。ＩＦＮγは、主としてリンパ球が産生す
る、分子量が約２万の糖蛋白質であって、抗ウイルス作用、マクロファージやナチュラル
キラー細胞などの免疫担当細胞の活性化や分化誘導に作用し免疫調節因子として注目され
ている。
　免疫担当細胞の活性が弱くなることにより引き起こされる病態には、免疫失調、免疫系
の種々の異常、膠原病や潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患、アレルギー疾患、動脈硬化、
インスリン抵抗性、糖尿病などの代謝性疾患や、多発性硬化症、移植片対宿主症、細菌感
染症、ウイルス感染症、ウイルス肝炎、ＨＩＶ感染などの感染症などがあり、免疫担当細
胞を活性化することは、これら病態の予防、治療、改善、再発防止に非常に有益となりう
る。そのため、免疫担当細胞を活性化できるような免疫増強剤、さらには免疫担当細胞を
活性化できるような飲食品が強く望まれていた。
【０００３】
　これらＩＬ１やＩＬ１２あるいはＩＦＮγの産生を増強させるものとして、微生物由来
の多糖類、或いは細胞壁成分などでは酵母菌体、乳酸菌菌体などが細胞培養実験で知られ
ている。また、シイタケ抽出多糖類であるレンチナン或いは担子菌類のβグルカン類もＩ
Ｌ１やＩＬ１２あるいはＩＦＮγの産生増強に有効であることが知られている。しかし、
これら微生物や担子菌は、培養に手間がかかり、特殊な設備を必要とする。また、これら
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微生物や胆子菌類由来のβグルカン或いはその他多糖類の抽出は、操作が煩雑であると共
に、精製工程も煩雑で、コスト及び操作時間が多大にかかり、得られる食品素材あるいは
食品が非常に高価なものとなってしまうという問題がある。さらに、免疫増強作用がある
イネ科植物由来βグルカンを酸加水分解や酵素分解により低分子化して水溶性を高める技
術も知られているが（例えば、特許文献１参照）、食品、医薬品などの素材として使用す
る場合、加熱操作や長時間の撹拌操作などが必要になり、酸や熱による変性や分子修飾の
ためのコストが高くなるという問題がある。また、化学的処理をした食品に抵抗感を抱く
消費者も多いという問題がある。ゆえに、化学的処理を施さない、天然の食品を用いた免
疫増強成分が望まれていた。
【特許文献１】特開平13-323001号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、オーツ麦、大麦、小麦、ライ麦、米、とうもろこしなどのイネ科穀粒
と乳酸菌とを組み合わせた免疫増強剤、及び免疫増強用飲食品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は免疫増強作用を有する食品素材について鋭意研究を重ねた結果、オーツ麦な
どのイネ科穀粒及びその加工物とラクトバチルスなどの乳酸菌とを組み合わせた組成物が
、それぞれが単独のものよりも免疫増強効果が相乗的に高まることを見出し、本発明を完
成させるに至った。
　すなわち本発明は、腹腔マクロファージと脾臓細胞とを共培養し、免疫原としてオボア
ルブミンを加えた培地に、乳酸菌の添加、無添加とオートミールの添加、無添加を組み合
わせた実験系でＮＯ2

-イオン産生量、ＩＬ１２量、ＩＦＮγ量を測定したところ、マクロ
ファージ活性化を反映するＮＯ2

-イオン量は、オートミール単独添加、乳酸菌単独添加で
も産生が確認されたが、オートミールに乳酸菌を添加した場合は、産生量が飛躍的に増大
した。
　また、ＩＬ１２、ＩＦＮγのサイトカイン産生量は、オートミール単独添加や乳酸菌単
独添加でもサイトカイン産生が見られたが、オートミールに乳酸菌、特にラクトバチルス
・ガセリ菌を添加した場合は、産生量が飛躍的に増大した。
　このように、オーツ麦などのイネ科穀粒及びその加工物とラクトバチルスなどの乳酸菌
とを組み合わせた組成物がマクロファージを活性化し、それぞれが単独のものよりも、Ｎ
Ｏ2

-イオン産生量や、ＩＬ１２、ＩＦＮγのサイトカイン産生量が相乗的に増大すること
を見出し、イネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌とを組み合わせたものが格別の免疫増強効
果を有することが判明した。
【０００６】
　したがって、本発明は、
　(1)  イネ科穀粒及び／又はその加工物と乳酸菌とを含有する免疫増強剤
　(2)  イネ科穀粒及び／又はその加工物を乳酸菌で発酵させた前記(1)記載の免疫増強剤
　(3)  イネ科穀粒及び／又はその加工物と乳酸菌菌体又は発酵乳とを混合した前記(1）
～(2)のいずれかに記載の免疫増強剤
　(4)  イネ科穀粒が、オーツ麦、大麦類、小麦類、ライ麦類、とうもろこし類又は米類
の穀粒である前記(1)～(3)のいずれかに記載の免疫増強剤
　(5)   乳酸菌がラクトバチルス・ガセリである前記(1)～(4)のいずれかに記載の免疫増
強剤
　(6)   イネ科穀粒及び／又はその加工物と乳酸菌とを配合した免疫増強用飲食品
　(7)   イネ科穀粒及び／又はその加工物を乳酸菌で発酵させた前記(6)記載の免疫増強
用飲食品
　(8)   イネ科穀粒及び／又はその加工物と乳酸菌菌体又は発酵乳とを混合した前記(6)
～(7) のいずれかに記載の免疫増強用飲食品
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　(9)   イネ科穀粒が、オーツ麦、大麦類、小麦類、ライ麦類、とうもろこし類又は米類
の穀粒である前記(6)～(8)のいずれかに記載の免疫増強用飲食品
（10）乳酸菌がラクトバチルス・ガセリである前記(6)～(9)のいずれかに記載の免疫増強
用飲食品からなる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のイネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌の配合物は、体内におけるＩＬ１２をはじ
めとするサイトカインの産生を促進し、それぞれを単独で摂る場合に比べて、飛躍的に産
生量が増大することで、免疫システム全体に作用し、感染症や腫瘍発生の予防に有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】腹腔マクロファージと脾臓細胞との共培養培地に、乳酸菌とオートミールとを添
加した場合のマクロファージ活性化作用を調べるために、ＮＯ2

-イオン産生量を測定した
結果を示す。
【図２】腹腔マクロファージと脾臓細胞との共培養培地に、乳酸菌とオートミールとを添
加した場合のマクロファージ活性化及びサイトカイン産生作用を調べるために、ＩＬ１２
量を測定した結果を示す。
【図３】腹腔マクロファージと脾臓細胞との共培養培地に、乳酸菌とオートミールとを添
加した場合のリンパ球のサイトカイン産生作用を調べるために、ＩＦＮγ量を測定した結
果を示す。
【図４】オートミールと乳酸菌とを組み合わせて投与した場合の末梢血リンパ球のサイト
カイン産生作用を調べるために、ＩＦＮγ量を測定した結果を示す。
【図５】イネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌とを組み合わせて投与した場合の末梢血リン
パ球のサイトカイン産生作用を調べるために、ＩＦＮγ量を測定した結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の免疫増強剤は、免疫担当細胞活性化作用あるいはサイトカイン、特にＩＦＮγ
の産生促進作用を有する免疫増強作用を有し、そのまま摂取するか、あるいは飲食品など
の素材として適している。
【００１０】
　本発明の免疫増強剤はイネ科植物種子由来の穀粒及びその加工物を用いる。イネ科植物
の例としては、米類、小麦類、トウモロコシ類、ヒエ類、アワ類、キビ類、大麦類、オー
ツ麦類（カラス麦類）、ライ麦類などが挙げられ、好ましくは、大麦類、オーツ麦類、さ
らに好ましくはオーツ麦類である。本発明でイネ科穀粒とは、イネ科植物種子の可食部分
を指す。また、本発明のイネ科植物種子由来の穀粒の加工物は、穀粒を一般に食品として
用いられるときに行われる処理を行ったもので、例えばオートミール、押し麦、小麦粉、
ライ麦粉、とうもろこし粉、米、米粉、さらに発芽玄米など、食用に適したいかなる形態
のものでも用いることができる。また、加工及び調理の形態はどのようなものでもよく、
粥や炊飯米などに用いられる加水加熱、パンやビスケットなどに用いられる焙焼などの処
理をしてもよい。
【００１１】
　本発明の乳酸菌はラクトバチルス属の乳酸菌が好ましく、さらに好ましくは、ラクトバ
チルス・ガセリが挙げられる。この他にもラクトコッカス属、ストレプトコッカス属、ロ
イコノストック属、エンテロコッカス属、サーモフィルス属、ビフィドバクテリウム属を
用いることもできる。
【００１２】
　また、乳酸菌とイネ科穀粒及びその加工物との混合方法は、穀粒あるいはその穀粉など
の加工物に、生菌を接種する、あるいはさらにそれを発酵させる、凍結乾燥品などの菌体
を混合するか、あるいは発酵乳などの乳酸菌含有食品と混合するかのいずれでもよい。さ
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らには、イネ科穀粒及びその加工物を加水加熱したものに、生菌を接種するか、あるいは
さらにそれを発酵させる、凍結乾燥品などの菌体を混合する、あるいは発酵乳などの乳酸
菌含有食品と混合するかのいずれであってもよい。
【００１３】
　本発明の免疫増強剤の形態は、イネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌を混合したものを、
粉末状あるいは固形状の場合は、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、粉剤などにすれば良
く、経口的に投与することが望ましい。また、流動状の場合は、袋、パウチなどに充填す
る。これらの形態は、従来から知られている通常の方法で製造することができる。製剤上
許可されている担体や賦型剤などと混合して成型しても良い。
　また、本発明の免疫増強用飲食品は加工及び調理の形態はどのようなものでもよく、上
記のイネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌の混合物を、粥や炊飯米などに用いられる加水加
熱、パンやビスケットなどに用いられる焙焼などの処理をしてもよく、飲料、発酵乳、麺
類、ソーセージなどの飲食品、さらには、各種粉乳の他、乳幼児食品、栄養組成物などに
配合することも可能である。
【００１４】
　また、本発明の乳酸菌を、イネ科穀粒及びその加工物に配合して、免疫増強剤あるいは
、免疫増強用飲食品などの素材又はそれら素材の加工品に含有させて使用する場合、イネ
科穀粒及びその加工物と乳酸菌の混合物を0.01～50重量％含有させることが好ましい。
　これらの免疫増強剤及び免疫増強用飲食品などは、免疫増強能を有するので、前述した
免疫の不調により引き起こされるさまざまな病態の予防、治療、改善、再発防止に非常に
有益となりうる。
【００１５】
　本発明の免疫増強能を発揮させるためには、成人の場合、乳酸菌が菌体重量で10～1,00
0mgイネ科穀粒及びその加工物が乾燥重量で1～100g摂取することが望ましく、このように
配合量を調整すれば良い。
【００１６】
　以下に、実施例及び試験例を示し、本発明についてより詳細に説明するが、これらは単
に例示するのみであり、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。
【００１７】
[試験例１]
　腹腔マクロファージと脾臓細胞とを共培養し、免疫原としてオボアルブミンを加えた培
地に、乳酸菌とオートミールの添加、無添加を組み合わせた実験系でマクロファージ活性
化とサイトカイン産生を調べるために、ＮＯ2

-イオン産生量、ＩＬ１２量、ＩＦＮγ量を
測定した。
　（試料の調製）
　市販のオートミール10ｇを粉砕し、水0.09Lを加えて撹拌し、オートミール懸濁液を得
た。次に、その懸濁液を加熱し、αアミラーゼを作用させて可溶性画分を採取し、さらに
エタノールを接触させて沈殿させた画分を回収し、オーツβグルカンを得た。
　ＭＲＳ培地（DIFCO社製）1Lを滅菌し、ラクトバチルス・ガセリ(Lactobacillus gasser
i) SBT2055(FERM P-15535)株の生菌10mgを接種し、37℃で一晩培養した。これを1700×g
で25分間遠心分離し、乳酸菌の沈殿を得た。これに滅菌水を加えて懸濁し、菌体を洗浄す
るために遠心分離を3回繰り返した。これを100℃で30分間加熱してから凍結乾燥して乳酸
菌体乾燥物1.0gを得た。この手法を用いてラクトバチルス・カゼイ(Lactobacillus casei
) ATCC 393株ならびにビフィドバクテリウム・ロンガム(Bifidobacterium longum) SBT29
28(FERM P-10657)株の菌体乾燥物を得た。
【００１８】
(腹腔マクロファージの誘導と調製)
　上記オートミール懸濁液0.1ml、あるいは同量のβグルカン懸濁液（固形濃度1％）、あ
るいは生理食塩水をＢＡＬＢ／ｃマウスの腹腔に投与した。3日後にハンクス塩類緩衝液5
mlを腹腔に投与し、腹部をマッサージして緩衝液を回収し、洗浄し、培養プレートに培養
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し、1時間後に浮遊細胞を除去して、腹腔マクロファージが接着した培養プレートを得た
。
【００１９】
（マウス脾臓細胞の調製）
　ＢＡＬＢ／ｃマウスに一匹当たり0.05mgのオボアルブミンと1mgの水酸化アルミニウム
を混合したエマルジョンを、腹腔に投与した。10日後に解剖し、脾臓を摘出し、培養液中
で脾臓を磨砕し、リンホプレップ（比重1.077）で密度勾配遠心を行い、脾臓細胞浮遊液
を得た。
【００２０】
（腹腔マクロファージとの共培養）
　マクロファージが接着した培養プレートに、脾臓細胞浮遊液を添加した。ブランクには
細胞を含まない培地を添加した。さらに、培養液中に免疫原であるオボアルブミンを0.1m
g/mlになるように加えた。さらに、ラクトバチルス・ガセリ(Lactobacillus gasseri) SB
T2055(FERM P-15535)株、ラクトバチルス・カゼイ(Lactobacillus casei) ATCC 393株、
及びビフィドバクテリウム・ロンガム(Bifidobacterium longum) SBT2928(FERM P-10657)
株の菌体乾燥物をそれぞれ0.01mg/mlになるように添加して、37℃で3日間培養した。ブラ
ンクには菌体を含まない生理食塩水を添加した。
【００２１】
　（ＮＯ2

-イオンの定量）
　培養上清を回収し、上清中の一酸化窒素産生量を反映するＮＯ2

-イオンを定量し、マク
ロファージの活性化度合いを調べた。その結果を図1に示す。
　図1に示されるように、生理食塩水のみを投与したブランク群では4±3μMであったのに
対し、オートミール群で生理食塩水を投与した群は13±5μMであり、活性化が起こってい
ることが確認された。また、オートミール群で乳酸菌を添加した群は、さらなる活性化が
認められた。乳酸菌の中で比較すると、ラクトバチルス・ガセリが30±5μMとなり最も高
い活性化誘導能を有しており、ラクトバチルス・カゼイ、及びビフィドバクテリウム・ロ
ンガムはそれぞれ、25±4μM、14±3μMであった。また、βグルカン群で生理食塩水を投
与した群では6±3μMであり、ブランク群でラクトバチルス・ガセリを添加した群でも8±
5μMであり、オートミール群よりは低いものであった。
【００２２】
　（ＩＬ１２の定量）
　前記共培養上清中のＩＬ１２量を、マウスＩＬ１２ＥＬＩＳＡキット（Endogen社製）
を用いて定量し、ＩＬ１２量の産生量を調べた。その結果を図2に示す。
　図2に示されるように、生理食塩水のみを投与したブランク群では検出限界以下であっ
たのに対し、オートミール群で生理食塩水を投与した群は19±5pg/mlとＩＬ１２産生量が
高く、さらに乳酸菌、特にラクトバチルス・ガセリを添加した群では103±3pg/mlとなり
、産生量が飛躍的に増大した。また、βグルカン群では13±4pg/mlであり、ブランク群で
ラクトバチルス・ガセリを添加した群でも15±2pg/mlであり、オートミール群よりは低い
ものであった。
【００２３】
　（ＩＦＮγの定量）
　前記共培養上清中のＩＦＮγ量を、マウスＩＦＮγＥＬＩＳＡキット（Endogen社製）
を用いて定量し、ＩＦＮγ量の産生量を調べた。その結果を図3に示す。
　図3に示されるように、ブランク群では8±1ng/mlであったのに対し、乳酸菌添加群、特
にラクトバチルス・ガセリを添加した群で22±3ng/mlと、産生量が増大した。ラクトバチ
ルス・カゼイ、及びビフィドバクテリウム・ロンガム群はそれぞれ、20±4ng/ml、9±3ng
/mlであった。さらにオートミールにより活性化されたと考えられるマクロファージが共
存することでラクトバチルス・ガセリを添加したオートミール群が80±5ng/mlとなり、飛
躍的に増大した。ラクトバチルス・カゼイ群、及びビフィドバクテリウム・ロンガム群は
それぞれ、70±7ng/ml、48±8ng/mlであった。また、βグルカン群では6±3ng/mlであり
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、オートミール群よりはずっと低いものであった。
　以上に示したように、腹腔マクロファージと脾臓細胞とを共培養し、免疫原としてオボ
アルブミンを加えた培地に、乳酸菌とオートミールの添加、無添加を組み合わせた実験系
でＮＯ2

-イオン産生量、ＩＬ１２量、ＩＦＮγ量を測定した試験の結果、マクロファージ
活性化を反映するＮＯ2

-イオン量は、オートミール単独添加、乳酸菌単独添加でも確認さ
れたが、オートミールに乳酸菌を添加した場合は、産生量が飛躍的に増大した。
　また、ＩＬ１２、ＩＦＮγのサイトカイン産生量は、オートミール単独添加や乳酸菌単
独添加でもサイトカイン産生が見られたが、オートミールに乳酸菌、特にラクトバチルス
・ガセリを添加した場合は、産生量が飛躍的に増大した。
　このように、オーツ麦などのイネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌とを組み合わせた組成
物がマクロファージを活性化し、それぞれが単独のものよりも、ＮＯ2

-イオン産生量や、
ＩＬ１２、ＩＦＮγのサイトカイン産生量が相乗的に増大することが判明した。
【００２４】
[試験例２]
（マウスでの経口摂取実験）
　試験例１の結果、イネ科穀粒と乳酸菌とを組み合わせた組成物がマクロファージを活性
化し、それぞれが単独のものよりも、ＮＯ2

-イオン産生量や、ＩＬ１２、ＩＦＮγのサイ
トカイン産生量が相乗的に増大することが判明したが、このサイトカイン産生量の増大が
マウス生体内でも立証されるかを確認した。
　表１に示す割合でマウス用飼料を調製した。
【００２５】

【表１】

【００２６】
　ＢＡＬＢ／ｃマウス（6週齢、雌性、日本クレア社）を12匹ずつ5群に分け、表2に示し
た飼料を、それぞれ自由摂取させた。試験開始７日目に、一匹あたり0.05mgのオボアルブ
ミンと1mgの水酸化アルミニウムを混合したエマルジョンを腹腔に投与した。試験開始21
日目に7日目と同様にオボアルブミンと水酸化アルミニウムの投与を行った。試験開始28
日目に採血し、リンホプレップ（比重1.077）で密度勾配遠心を行い、末梢血単核球画分
を調製した。免疫原であるオボアルブミンを0.1mg/mlになるように培養液中に加えて末梢
血単核球画分を培養プレートに培養した。3日間培養し、培養上清中のＩＦＮγ量を、マ
ウスＩＦＮγＥＬＩＳＡキット（Endogen社製）を用いて定量した。
【００２７】
　（ＩＦＮγの定量）
　ＩＦＮγ量の産生量を測定した結果を図4に示す。
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　図4に示されるように、実験動物飼料であるＣＥ－２粉末のみを与えたＥ群では2.3±0.
8ng/mlであったのに対し、オートミールを添加したＡ群では3.5±0.5ng/ml、菌体乾燥物
を添加したＢ群では5.1±1.0ng/ml、となりＩＦＮγ産生量が増加した。オートミールと
乳酸菌を共に添加したＣ群では21±2.7ng/ml、オートミールの乳酸菌発酵物散剤を添加し
たＤ群では24±3.9ng/mlとなり、いずれも飛躍的に産生量が増大した。
　この試験の結果、イネ科穀粒の加工物であるオートミールと乳酸菌とを組み合わせたも
のがマクロファージを活性化し、それぞれが単独のものよりもＩＦＮγのサイトカイン産
生量が相乗的に増大することが生体内でも確認された。
【実施例１】
【００２８】
　市販のオートミール（雪印乳業社製、イギリス原産）を10ｇと試験例１で調製したラク
トバチルス・ガセリSBT2055(FERM P-15535)株の菌体乾燥物0.05ｇとを混合して、本発明
の免疫増強剤である散剤を製造した。
【実施例２】
【００２９】
　市販のオートミール（雪印乳業社製、イギリス原産）100ｇに水0.5ｌを加え加熱した。
これにラクトバチルス・ガセリ(Lactobacillus gasseri) SBT2055(FERM P-15535)株の生
菌108cfu(100mg)を無菌的に接種し、37℃で2日間発酵させた後、乾燥して破砕し、本発明
の免疫増強剤である発酵物散剤を製造した。
　同様にして、大麦由来の押麦（愛健社製）、小麦粉（日清製粉社製）、ライ麦粉（日清
製粉社製）、発芽玄米（ファンケル社製）ならびにトウモロコシ粉（辻安全食品社製）に
ついても同様の製造方法で行い、本発明の免疫増強剤であるそれぞれの発酵物散剤を製造
した。
【００３０】
 [試験例３]
（マウスでの経口摂取実験）
　ゲッ歯目用実験動物飼料ＣＥ‐２粉末（日本クレア社製）90重量％と表２に示す試料10
重量％を混合してマウス用飼料を調製した。
【００３１】
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【表２】

【００３２】
　ＢＡＬＢ／ｃマウス（６週齢、雌性、日本クレア社）を10匹ずつ14群に分け、上記飼料
を、それぞれに自由摂取させた。試験開始7日目に、一匹あたり0.05mgのオボアルブミン
と1mgの水酸化アルミニウムを混合したエマルジョンを腹腔に投与した。試験開始21日目
に7日目と同様にオボアルブミンと水酸化アルミニウムの腹腔内投与を行った。試験開始2
8日目に採血し、リンホプレップ（比重1.077）で密度勾配遠心を行って末梢血単核球画分
を調製した。免疫原であるオボアルブミンを0.1mg／mlになるように培養液中に加えて末
梢血単核球画分を培養プレートに培養した。3日間培養し、培養上清中のＩＦＮγ量を、
マウスＩＦＮγＥＬＩＳＡキット（Endogen社製）を用いて定量した。ＩＦＮγ量を定量
した結果を図5に示す。
【００３３】
　図5に示されるように、飼料のみを与えたＮ群では2.9±0.9ng／mlであったのに対し、
各種イネ科穀粒を乳酸菌で発酵させた群については、Ａ群で23±4ng／ml、Ｂ群で15±3ng
／ml、Ｃ群で10±2ng／ml、Ｄ群で11±3ng／ml、Ｅ群で18±4ng／ml、Ｆ群で11±2ng／ml
となり、ＩＦＮγ産生量が増大した。対照である飼料のみを与えたＮ群に比べていずれも
飛躍的に産生量が増大した。なお、各種イネ科穀粒を、発酵させずに粉砕したものを飼料
に添加した群については、Ｇ群で3.5±1.2ng／ml、Ｈ群で3.0±0.6ng／ml、Ｉ群で2.5±0
.8ng／ml、Ｊ群で2.8±0.8ng／ml、Ｋ群で2.9±1.0ng／ml、Ｌ群で2.6±0.9ng／mlとなり
、ＩＦＮγ産生量は対照であるＮ群に比べて同等のものであった。また、菌体乾燥物のみ
を飼料に添加したＭ群では5.1±1.0ng／mlとなり、発酵物散剤を添加した各群のＩＦＮγ
産生量の増大は、乳酸菌の効果ではないことが分かる。
【００３４】
　この試験の結果、各種イネ科穀粒及びその加工物と乳酸菌とを組み合わせたものがマク
ロファージを活性化し、それぞれが単独のものよりもＩＦＮγのサイトカイン産生量が相
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乗的に増大することが生体内でも確認された。
　各種イネ科植物種子の中ではオートミール発酵物散剤のＩＦＮγ産生量が最も多かった
。
【実施例３】
【００３５】
　  生乳に脱脂粉乳を2％添加して溶解し、ホモジナイザーで均質化して100℃、10分加熱
した後、41℃まで冷却したヨーグルトミックス200ｇを調製した。一方、市販のオートミ
ール（雪印乳業社製、イギリス原産）200ｇに水0.5ｌを加え加熱したオートミール加水加
熱物を調製した。ヨーグルトミックス200ｇとオートミール加水加熱物300ｇを混和し、こ
の混和物にラクトバチルス・ガセリSBT2055（FERM P-15535）株を5重量％接種して混合し
、100ｇずつカップに分注した後、37～40℃にて発酵させた。乳酸酸度が0.7％になった時
点で発酵を終了し、10℃以下で1晩冷却して本発明の免疫増強用発酵乳を製造した。
【実施例４】
【００３６】
　ビタミンＣとクエン酸の等量混合物40ｇ、グラニュー糖100ｇ、コーンスターチと乳糖
の等量混合物60ｇに、上記実施例１で得られたオートミールとラクトバチルス・ガセリSB
T2055(FERM P-15535)株の菌体乾燥物からなる散剤800gを加えて混合した。混合物を1.5ｇ
ずつ袋に詰め、本発明のスティック状免疫増強用栄養健康食品を製造した。
【実施例５】
【００３７】
　表３に示した配合で原料を混合してドウを作成した。表３の中で散剤と表示しているの
は、上記実施例１で得られたオートミールとラクトバチルス・ガセリSBT2055(FERM P-155
35)株の菌体乾燥物からなる散剤である。このドウを成型した後、焙焼して、本発明の免
疫増強用ビスケットを製造した。
【００３８】
[表３]
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　小麦粉　　　　　　　　　　30.4（重量％）
　　砂糖　　　　　　　　　　　20.0
　　食塩　　　　　　　　　　　 0.5
　　マーガリン　　　　　　　　12.5
　　卵　　　　　　　　　　　　12.1
　　水　　　　　　　　　　　　 3.7
　　炭酸水素ナトリウム　　　　 0.1
　　重炭酸アンモニウム         0.2
　　炭酸カルシウム　　　　　　 0.5
　　散剤（実施例１）　　　　　20.0
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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